
一 

 

【
諮
問
対
象
外
】 

 

○
平
成
十
三
年
総
務
省
告
示
第
三
百
九
十
五
号
（
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
情
報
の
開
示
に
関
す
る
件
）
の
一
部

改
正
案 
新
旧
対
照
表 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改
正
案 

現
行 

 
 

第
一
条
の
二 

施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
四
第
二
項
第
一
号
の
二
イ
⑴
に
規
定
す
る
情
報
は
、
特
定
接
続
の
協
議
等

に
関
す
る
情
報
と
す
る
。 

［
新
設
］ 

第
三
条 

施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
四
第
二
項
第
一
号
イ
⑴
、
第
一
号
の
二
イ
⑴
及
び
第
二
号
イ
⑴
に
規
定
す
る
情

報
の
開
示
は
、
次
の
と
お
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

第
三
条 

施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
四
第
二
項
第
一
号
イ
⑴
及
び
第
二
号
イ
⑴
に
規
定
す
る
情
報
の
開
示
は
、
次
の
と

お
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

第
一
条
第
一
号
、
第
二
号
（
ハ
及
び
ニ
を
除
く
。
）
及
び
第
七
号
（
ハ
、
チ
及
び
リ
を
除
く
。
）
、
第
一
条

の
二
並
び
に
前
条
第
一
号
の
情
報
の
開
示
は
無
償
で
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

第
一
条
第
一
号
、
第
二
号
（
ハ
及
び
ニ
を
除
く
。
）
及
び
第
七
号
（
ハ
、
チ
及
び
リ
を
除
く
。
）
並
び
に
前
条

第
一
号
の
情
報
の
開
示
は
無
償
で
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

二 

前
号
に
規
定
す
る
情
報
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
閲
覧
を
可
能
と
す
る
も
の
と
し
、
こ
の
う
ち
第
一
条
第
一

号
イ
及
び
第
一
条
の
二
の
情
報
の
開
示
は
当
該
情
報
を
ま
と
め
た
一
の
集
合
物
（
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
の

提
供
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

二 

前
号
に
規
定
す
る
情
報
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
閲
覧
を
可
能
と
す
る
も
の
と
し
、
こ
の
う
ち
第
一
条
第
一

号
イ
の
情
報
の
開
示
は
冊
子
の
配
布
を
併
せ
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

［
三 

略
］ 

［
三 

同
上
］ 

三
の
二 

第
一
条
第
二
号
リ
に
規
定
す
る
情
報
の
開
示
は
、
撤
去
計
画
が
電
気
信
号
用
の
伝
送
路
設
備
か
ら
光
信

号
用
の
伝
送
路
設
備
へ
の
移
行
に
伴
う
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
撤
去
を
開
始
す
る
四
年
前
ま
で
に
行
う
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
移
行
の
円
滑
な
実
施
（
他
事
業
者
が
必
要
な
対
応
を
円
滑
に
行
う
た
め
の
措
置
の
実

施
を
含
む
。
）
が
確
保
さ
れ
る
場
合
及
び
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。 

［
新
設
］ 

［
四
・
五 

略
］ 

［
四
・
五 

同
上
］ 

 
 

 

別紙３ 


